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公害に係る紛争処理の手続に要する 
費用等に関する条例施行規則 

昭和46年2月27日 

規則第12号 

  

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例(昭和 45 年和歌山県

条例第 52 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(申請手数料の減免) 

第 2 条 条例第 4 条の規定による申請手数料(以下「申請手数料」という。)の減免は、次の各号の

いずれかに該当する申請者について、当該各号に定めるところにより、申請手数料を免除し、又

は軽減するものとする。 

(1) 申請者が生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による保護を受けているとき。 免除 

(2) 申請者が所得税法(昭和40年法律第 33号)により前年分の所得税(前年分の所得税の課税の有

無が明らかでないときは、前前年分の所得税。以下同じ。)を納付すべき義務を有しないとき。 

当該申請手数料の額の 2 分の 1 に相当する額の軽減 

 

(申請手数料の納付の猶予) 

第 3 条 申請手数料の納付の猶予は、次の各号のいずれかに該当する申請者について、その該当す

る事実に基づき、その申請手数料を 1 時に納付することができないと認められる金額を限度とし

て、2 年以内の期間を限り、その納付を猶予するものとする。この場合においては、その金額を

適宜分割して納付すべき期限を定めることがある。 

(1) 申請者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったと

き。 

(2) 申請者が病気にかかり、又は負傷したとき。 

(3) その他前各号に準ずる事情があるとき。 

 

(申請手数料の減免等の申請) 

第 4 条 申請手数料の免除若しくは軽減又はその納付の猶予を受けようとする者は、別記第 1 号様

式による申請書に次に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 申請手数料の免除を受けようとする場合 その者が生活保護法による保護を受けている旨

を証する書面 

(2) 申請手数料の軽減を受けようとする場合 その者が所得税法による前年分の所得税を納付

すべき義務を有しないことを証する書面 

(3) 申請手数料の納付の猶予を受けようとする場合 前条各号のいずれかに該当することを明
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らかにすることができる書類 

 

(申請手数料の減免等の決定及び通知) 

第 5 条 知事は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請手数料の免除若しくは

軽減又はその納付の猶予を決定したときは、別記第 2 号様式による通知書により当該申請者に通

知するものとする。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 2 年 3 月 31 日規則第 14 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和 3 年 3 月 31 日規則第 145 号) 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 
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別記第1号様式 

申請手数料 
免   除 
軽   減 
納付の猶予 

申請書 

 

年  月  日 
 

   和歌山県知事   様 

 

 

住所          
氏名               
 

                
 

次により公害紛争に係る 調停 
仲裁 

の申請手数料の 
免   除 
軽   減 
納付の猶予 

をしてください。 

 
 

 1 調停 
仲裁 

を求める事項の価額 

   

2 
免   除 
軽   減 
納付の猶予 

を必要とする理由 

 

3  納付の猶予を必要とする期間 
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別記第2号様式 
 

申請手数料 
免   除
軽   減
納付の猶予

決定通知書 

 

 

年  月  日 
 

             様 

 

 

和歌山県知事           印 
 

 

  

    年  月  日付けで申請のあった公害紛争に係る調停又は仲裁の申請手 

数料の 
免   除

軽   減

納付の猶予

については、次のとおり決定しました。 

 

  
 

 
決定内容 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


